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各派内示・記者会見資料 （令和７年２月６日）

令和 ７ 年 ２ 月 秋田市議会定例会提出予定案件

件 名 説 明

「 予 算 案 」 30件

１ 令和７年度秋田市一般会計予算の ○資料別紙

件

２ 令和７年度秋田市土地区画整理会

計予算の件

３ 令和７年度秋田市市有林会計予算

の件

４ 令和７年度秋田市市営墓地会計予

算の件

５ 令和７年度秋田市公設地方卸売市

場会計予算の件

６ 令和７年度秋田市大森山動物園会

計予算の件

７ 令和７年度秋田市廃棄物発電会計

予算の件

８ 令和７年度秋田市病院事業債管理

会計予算の件

９ 令和７年度秋田市学校給食費会計

予算の件

10 令和７年度秋田市国民健康保険事

業会計予算の件

11 令和７年度秋田市母子父子寡婦福

祉資金貸付事業会計予算の件
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12 令和７年度秋田市介護保険事業会 ○資料別紙

計予算の件

13 令和７年度秋田市後期高齢者医療

事業会計予算の件

14 令和７年度秋田市水道事業会計予

算の件

15 令和７年度秋田市下水道事業会計

予算の件

16 令和７年度秋田市農業集落排水事

業会計予算の件

17 令和６年度秋田市一般会計補正予

算（第11号）の件

18 令和６年度秋田市一般会計補正予

算（第12号）の件

19 令和６年度秋田市土地区画整理会

計補正予算（第２号）の件

20 令和６年度秋田市市有林会計補正

予算（第１号）の件

21 令和６年度秋田市市営墓地会計補

正予算（第２号）の件

22 令和６年度秋田市公設地方卸売市

場会計補正予算（第３号）の件

23 令和６年度秋田市大森山動物園会

計補正予算（第２号）の件

24 令和６年度秋田市廃棄物発電会計

補正予算（第２号）の件
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25 令和６年度秋田市国民健康保険事 ○資料別紙

業会計補正予算（第２号）の件

26 令和６年度秋田市介護保険事業会

計補正予算（第３号）の件

27 令和６年度秋田市後期高齢者医療

事業会計補正予算（第２号）の件

28 令和６年度秋田市水道事業会計補

正予算（第２号）の件

29 令和６年度秋田市下水道事業会計

補正予算（第３号）の件

30 令和６年度秋田市農業集落排水事

業会計補正予算（第２号）の件

「 条 例 案 」 25件

31 刑法等の一部を改正する法律等の ○設定理由

施行に伴う関係条例の整理に関す 刑法の一部改正（令和４年法律第67号）

る条例を設定する件 等に伴い、規定を整備するため、この条例

･刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）:令和４年 を設定しようとするもの

６月17日公布、一部を除き令和７年６月１日施行 ○要旨

･刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関 次に掲げる条例について、刑法の一部改

する法律（令和４年法律第68号）:令和４年６月17日公布、一部を 正による懲役および禁錮の廃止ならびに拘

除き令和７年６月１日施行 禁刑の創設に伴い、規定を整備する。

(1) 秋田市職員給与条例

(2) 秋田市功労者等の待遇に関する条例

(3) 秋田市特別職の職員の退職手当に関

する条例

(4) 秋田市消防団員の定員および任免に

関する条例

(5) 秋田都市計画事業秋田駅東第三地区

土地区画整理事業施行条例

(6) 秋田都市計画事業秋田駅西北地区土

地区画整理事業施行条例

(7) 秋田市公設地方卸売市場業務条例

(8) 秋田市職員の退職手当に関する条例
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(9) 秋田市職員退職年金条例

(10) 秋田市文化振興条例

(11) 秋田市屋外広告物条例

(12) 秋田市公害防止条例

(13) 秋田市個人情報の保護に関する法律

施行条例

(14) 秋田市議会の個人情報の保護に関す

る条例

○施行期日等

令和７年６月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

32 秋田市職員等の旅費に関する条例 ○改正理由

の一部を改正する件 国家公務員等の旅費に関する法律の一部

･国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和６ 改正（令和６年法律第22号）に伴い、規定

年法律第22号）:令和６年５月15日公布、令和７年４月１日施行 を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

33 秋田市職員の退職手当に関する条 ○改正理由

例の一部を改正する件 雇用保険法の一部改正（令和６年法律第

･雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第26号）:令 26号）に伴い、失業者の退職手当の支給要

和６年５月17日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 件等を改めるとともに、規定を整備するた

め、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 就業促進手当に相当する退職手当の支

給対象を安定した職業に就いた者とする。

２ 雇用情勢が悪い地域に居住する等の要

件を満たす退職者に係る退職手当の給付

日数に関する暫定措置を令和９年３月31

日まで延長する。

３ その他規定を整備する。

○施行期日等

令和７年４月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

34 秋田市職員の育児休業等に関する ○改正理由

条例の一部を改正する件 育児休業、介護休業等育児又は家族介護
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･育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令 正（令和６年法律第42号）に伴い、規定を

和６年法律第42号）:令和６年５月31日公布、一部を除き令和７年 整備するため、改正しようとするもの

４月１日施行 ○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

35 秋田市職員の勤務時間、休暇等に ○改正理由

関する条例の一部を改正する件 育児休業、介護休業等育児又は家族介護

･育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関 を行う労働者の福祉に関する法律の一部改

する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律（令 正（令和６年法律第42号）に伴い、時間外

和６年法律第42号）:令和６年５月31日公布、一部を除き令和７年 勤務の免除の対象となる子の範囲を拡大す

４月１日施行 るとともに、規定を整備するため、改正し

ようとするもの

○改正要旨

１ 育児を行う職員の時間外勤務の免除の

対象となる子の範囲を３歳に満たない子

から小学校就学の始期に達するまでの子

に改める。

２ その他規定を整備する。

○施行期日等

令和７年４月１日から。１の時間外勤務

の免除の請求に関する経過措置を規定する。

36 秋田市市税条例の一部を改正する ○改正理由

件 行政手続における特定の個人を識別する

･情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向 ための番号の利用等に関する法律の一部改

上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形 正（令和６年法律第46号）に伴い、規定を

成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第46号）:令和６ 整備するため、改正しようとするもの

年６月７日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 ○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

37 秋田市行政手続等における情報通 ○改正理由

信の技術の利用に関する条例の一 情報通信技術を活用した行政の推進等に

部を改正する件 関する法律の一部改正（令和６年法律第46

･情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向 号）に伴い、規定を整備するため、改正し

上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形 ようとするもの
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成基本法等の一部を改正する法律（令和６年法律第46号）:令和６ ○改正要旨

年６月７日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

38 秋田市立佐竹史料館条例を設定す ○設定理由

る件 佐竹史料館（以下「史料館」という。）

を設置し、観覧料等を定めるため、この条

例を設定しようとするもの

○要旨

１ 佐竹氏および秋田藩に関する歴史資料等の収集、保存、展示および調査を

通じ、市民の教育と文化の向上に資するとともに、歴史を生かしたまちづく

りおよびにぎわいづくりを推進するため、史料館を設置する。

２ 史料館の展示室は、常設展示室および企画展示室とする。

３ 史料館の展示室において歴史資料等を観覧しようとする者は、観覧料を納

付しなければならないこととする。

４ 史料館の施設を専用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を

受けなければならないこととする。

５ 史料館の施設を専用して使用しようとする者は、使用料を納付しなければ

ならないこととする。

６ 史料館の観覧料および使用料は、次の表に定める額とする。

(1) 観覧料

区分 金額

常設展観覧料 個人 １人 500円

団体 １人 400円

年間観覧料 １人 1,300円

企画展観覧料 １人につき、市長が別に定める額

備考

１ 常設展観覧料とは、常設展示室における歴史資料等の展示を観覧することができ

る観覧料をいう。

２ 団体とは、観覧しようとする者（高校生以下を除く。）の人数が20人以上の団体

をいう。

３ 年間観覧料とは、納付をした日から起算して１年の間、常設展示室における歴史

資料等の展示を観覧することができる観覧料をいう。

４ 企画展観覧料とは、企画展示室における特別の企画による歴史資料等の展示を観

覧することができる観覧料をいう。

５ 高校生以下の観覧料は、無料とする。
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(2) 講義室等の使用料

施設 単位 金額

講義室 午前９時から午後４時30分まで１時間につき 2,100円

屋上テラス 午前９時から午後４時30分まで１平方メート 5円

屋外広場 ル１時間につき 5円

備考

１ 専用使用者が午前９時から午後４時30分までの時間以外の時間に使用するときの

使用料の額は、１時間（屋上テラスおよび屋外広場にあっては、１平方メートル１

時間）につき、この表に規定する金額の２倍に相当する額とする。

２ 使用時間が１時間に満たないときは当該使用時間を１時間とし、使用時間に１時

間に満たない端数があるときは当該端数を１時間に切り上げる。

３ 専用使用者が入場料、会費、負担金等を徴収する場合、商品の宣伝を行う場合、

展示即売を行う場合その他の営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この

表の規定に基づき算定した額の２倍に相当する額とする。

７ 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料又は使用料を減免するこ

とができることとする。

８ 博物館法の規定に基づき、史料館に秋田市立佐竹史料館協議会を置くこと

とし、その協議会の委員の任命等について定める。

９ この条例に定めるもののほか、史料館の管理に関し必要な事項は、秋田市

都市公園条例の定めるところによることとする。

10 １から９までのほか、観覧料又は使用料の不還付、使用の制限等、目的外

使用等の禁止、特別の設備等の許可、原状回復の義務、損害賠償の義務等に

ついて規定する。

11 秋田市都市公園条例の一部を改正し、規定を整備する。

○施行期日等

規則で定める日から。条例の施行に関し

必要な準備行為を規定する。

39 秋田市議員報酬、報酬等の額およ ○改正理由

びその支給方法に関する条例の一 秋田市立佐竹史料館協議会委員の報酬の

部を改正する件 額を定めるため、改正しようとするもの

○改正要旨

秋田市立佐竹史料館協議会委員の報酬の

額を日額7,300円とする。

○施行期日

規則で定める日から

40 秋田市文化施設における共通観覧 ○改正理由

券の発行に関する条例の一部を改 佐竹史料館の設置等に伴い、文化施設に

正する件 おける共通観覧料等を改めるとともに、規
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定を整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 共通観覧料の額を改めるとともに、共

通観覧券により観覧することができる展

示資料に佐竹史料館において観覧するこ

とができる常設展に係る歴史資料等を加

える。

２ 共通観覧券により佐竹史料館の展示資

料を観覧しようとする者は、佐竹史料館

の常設展に係る観覧料を納付した者とみ

なすこととする。

○施行期日

規則で定める日から

41 秋田市指定障害福祉サービスの事 ○改正理由

業等の人員、設備および運営に関 栄養士法の一部改正（令和６年法律第53

する基準を定める条例等の一部を 号）等に伴い、指定障害福祉サービスの事

改正する件 業等における栄養士の配置に係る運営に関

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための する基準等を改めるため、改正しようとす

関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第53号）:令和６年６ るもの

月19日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 ○改正要旨

･児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内 次に掲げる条例について、指定障害福祉

閣府令（令和６年内閣府令第109号）:令和６年11月29日公布、令 サービスを提供する事業所等における栄養

和７年４月１日施行 士の配置に係る運営に関する基準等に、栄

･障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に 養士の免許を有しない管理栄養士を加える。

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す (1) 秋田市指定障害福祉サービスの事業

る基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため 等の人員、設備および運営に関する基

の法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 準を定める条例

の一部を改正する命令（令和６年内閣府・厚生労働省令第20号）: (2) 秋田市指定障害者支援施設の人員、

令和６年12月27日公布、令和７年４月１日施行 設備および運営に関する基準を定める

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 条例

関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整 (3) 秋田市障害福祉サービス事業の設備

備に関する省令（令和６年厚生労働省令第164号）:令和６年12月 および運営に関する基準を定める条例

27日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 (4) 秋田市障害者支援施設の設備および

･就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 運営に関する基準を定める条例

する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び (5) 秋田市救護施設等の設備および運営

文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改 に関する基準を定める条例

正する件(令和６年内閣府・文部科学省告示第３号):令和６年11 (6) 秋田市指定居宅サービス等の事業の

月29日公布、令和７年４月１日施行 人員、設備および運営に関する基準を

定める条例
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(7) 秋田市指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備および運営ならびに指

定介護予防サービス等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例

(8) 秋田市児童福祉施設の設備および運

営に関する基準を定める条例

(9) 秋田市家庭的保育事業等の設備およ

び運営に関する基準を定める条例

(10) 秋田市認定こども園の認定の要件に

関する条例

(11) 秋田市指定通所支援の事業等の人

員、設備および運営に関する基準を定

める条例

(12) 秋田市指定介護老人福祉施設の人

員、設備および運営に関する基準を定

める条例

(13) 秋田市指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備および運営に関する基

準を定める条例

(14) 秋田市特別養護老人ホームの設備お

よび運営に関する基準を定める条例

(15) 秋田市養護老人ホームの設備および

運営に関する基準を定める条例

(16) 秋田市軽費老人ホームの設備および

運営に関する基準を定める条例

○施行期日

令和７年４月１日から

42 秋田市感染症の診査に関する協議 ○改正理由

会条例の一部を改正する件 秋田市感染症の診査に関する協議会（以

下「協議会」という。）に部会を設置する

ことができることとするとともに、規定を

整備するため、改正しようとするもの

○改正要旨

１ 協議会は、その定めるところにより、

部会を置くことができることとする。

２ 部会に属すべき委員は、協議会の会長

が指名することとする。

３ 協議会の会議に係る規定は、部会の会
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議について準用することとする。

４ 協議会は、その定めるところにより、

部会の議決をもって協議会の議決とする

ことができることとする。

５ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

43 秋田市乳児等通園支援事業の設備 ○設定理由

および運営に関する基準を定める 児童福祉法の一部改正（令和６年法律第

条例を設定する件 47号）等に伴い、乳児等通園支援事業の設

･子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 備および運営に関する基準を定めるため、

47号）:令和６年６月12日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 この条例を設定しようとするもの

･乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣 ○要旨

府令第１号）:令和７年１月14日公布、令和７年４月１日施行 １ 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児

の人権に十分配慮するとともに、一人一

人の人格を尊重し、その運営を行わなけ

ればならないこと等とする。

２ 乳児等通園支援事業の設備および運営

に関する基準を定める。

○施行期日

令和７年４月１日から

44 秋田市幼保連携型認定こども園の ○改正理由

設備および運営に関する基準を定 幼保連携型認定こども園の学級の編制、

める条例の一部を改正する件 職員、設備及び運営に関する基準の一部改

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 正（令和６年内閣府・文部科学省令第３号）

関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第53号）:令和６年６ 等に伴い、幼保連携型認定こども園の職員

月19日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 配置に係る特例を延長すること等とするた

･幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関 め、改正しようとするもの

する基準の一部を改正する命令（令和６年内閣府・文部科学省令第 ○改正要旨

３号）:令和６年９月27日公布、公布の日施行 １ 幼保連携型認定こども園が満３歳以上

･児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内 の園児に対する食事の提供を当該幼保連

閣府令（令和６年内閣府令第109号）:令和６年11月29日公布、令 携型認定こども園外で調理し、搬入する

和７年４月１日施行 方法により行うことができる要件に、栄

養士の免許を有しない管理栄養士による

必要な配慮が行われることを加える。

２ 幼保連携型認定こども園の職員配置に

係る特例の適用期間を10年から12年に延

長する。
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○施行期日

令和７年４月１日から

45 秋田市子ども福祉医療基金条例を ○廃止理由

廃止する件 子ども福祉医療基金を廃止するため、こ

の条例を廃止しようとするもの

○施行期日

令和７年４月１日から

46 秋田市子ども・子育て支援法に基 ○改正理由

づく過料に関する条例の一部を改 子ども・子育て支援法の一部改正（令和

正する件 ６年法律第47号）に伴い、妊婦のための支

･子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 援給付における報告等に係る過料について

47号）:令和６年６月12日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 定めるとともに、規定を整備するため、改

正しようとするもの

○改正要旨

１ 正当な理由なしに、妊婦のための支援

給付における報告をしなかった場合等は、

過料に処することとする。

２ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

47 秋田市都市公園の設置に関する基 ○改正理由

準等を定める条例の一部を改正す 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

る件 進に関する法律施行令の一部改正（令和６

･高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の 年政令第221号）に伴い、規定を整備するた

一部を改正する政令(令和６年政令第221号):令和６年６月21日 め、改正しようとするもの

公布、令和７年６月１日施行 ○改正要旨

規定を整備する。

○施行期日

令和７年６月１日から

48 秋田市手数料条例の一部を改正す ○改正理由

る件 宅地造成等規制法の一部改正（令和４年

･宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和４年法律第55号) 法律第55号）に伴い宅地造成等の工事の許

:令和４年５月27日公布、令和５年５月26日施行 可申請に係る手数料等を定めるとともに、

興行場の経営の許可申請に係る手数料等の

適正化を図るため、改正しようとするもの

○改正要旨
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１ 新たに宅地造成等工事許可申請手数料

および宅地造成等工事計画変更許可申請

手数料を加える。

２ 興行場経営許可申請手数料および臨時

興行場又は仮設興行場経営許可申請手数

料の額を改める。

○施行期日

令和７年５月26日から。ただし、２は同

年４月１日から。

49 秋田市建築基準法関係手数料条例 ○改正理由

の一部を改正する件 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

･脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 関する法律等の一部改正（令和４年法律第

向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和４年法律第69号) 69号）等に伴い、建築物に関する確認申請

:令和４年６月17日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 手数料等を改めるとともに、規定を整備す

･地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための るため、改正しようとするもの

関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第53号）:令和６年６ ○改正要旨

月19日公布、一部を除き令和６年11月１日施行 １ 住宅の建築の確認申請等において建築

･脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 物エネルギー消費性能基準に適合するこ

向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の とを確認する場合の確認申請手数料を定

整備等に関する政令(令和６年政令第172号):令和６年４月19日 めること等とする。

公布、令和７年４月１日施行 ２ 建築物の工事の完了検査において建築

物エネルギー消費性能基準に適合するこ

とを確認する場合の完了検査申請手数料

を定めること等とする。

３ 中間検査を受けた建築物の工事の完了

検査において建築物エネルギー消費性能

基準に適合することを確認する場合の完

了検査申請手数料を定めること等とする。

４ 秋田市長期優良住宅建築等計画認定等

手数料条例の一部を改正し、規定を整備

する。

５ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

50 秋田市建築物エネルギー消費性能 ○改正理由

適合性判定等手数料条例の一部を 建築物のエネルギー消費性能の向上等に

改正する件 関する法律の一部改正（令和４年法律第69

･脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 号）等に伴い、一戸建ての住宅の建築物エ
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向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和４年法律第69号) ネルギー消費性能適合性判定に係る手数料

:令和４年６月17日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 等を定めるとともに、規定を整備するため、

･脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 改正しようとするもの

向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の ○改正要旨

整備等に関する政令(令和６年政令第172号):令和６年４月19日 １ 一戸建ての住宅、共同住宅等および複

公布、令和７年４月１日施行 合建築物に係る適合性判定手数料を定め

･建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正す るとともに、非住宅建築物に係る適合性

る省令(令和６年経済産業省・国土交通省令第１号):令和６年６ 判定手数料を改める。

月28日公布、令和７年４月１日施行 ２ 一戸建ての住宅、共同住宅等および複

･脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の 合建築物に係る向上計画認定申請手数料

向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省 を改めるとともに、工場等である非住宅

関係省令の整備等に関する省令(令和６年国土交通省令第68号): 建築物に係る向上計画認定申請手数料を

令和６年６月28日公布、一部を除き令和７年４月１日施行 定める。

３ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

51 秋田市低炭素建築物新築等計画認 ○改正理由

定等手数料条例の一部を改正する 一戸建ての住宅に関する簡易な評価方法

件 による低炭素建築物新築等計画（以下「計

画」という。）に係る認定申請手数料等を

定めるとともに、規定を整備するため、改

正しようとするもの

○改正要旨

１ 一戸建ての住宅、共同住宅等および複

合建築物の住宅部分に関する簡易な評価

方法による計画に係る認定申請手数料を

定めるとともに、複合建築物の非住宅部

分等の計画に係る認定申請手数料を改め

る。

２ 一戸建ての住宅に関する簡易な評価方

法による計画に係る変更認定申請手数料

を定める。

３ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

52 秋田市消防団員の報酬及び費用弁 ○改正理由

償額並びにその支給方法条例の一 消防団員に支給する年額報酬の額等を改

部を改正する件 定するため、改正しようとするもの
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○改正要旨

１ 副分団長以下の年額報酬の額を次のとおり引き上げる。

年額報酬額
区 分

改正後 現 行

副分団長 45,500円 43,000円

部長 37,000円 35,000円

班長 37,000円 32,500円

団員 基本団員 36,500円 30,000円

機能別 災害の防御および救 12,100円 10,000円

団員 助活動に従事する者

その他の者 6,000円 5,000円

２ 出動報酬を、災害の防御および救助活動以外の職務に従事した場合に支給

することとし、その額は、1,000円とする。

○施行期日

令和７年４月１日から

53 秋田市水道事業給水条例の一部を ○改正理由

改正する件 水道法施行令の一部改正（令和６年政令

･生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する 第102号）に伴い、布設工事監督者および水

法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令 道技術管理者の資格要件を改めるとともに、

和６年政令第102号):令和６年３月29日公布、一部を除き令和７ 規定を整備するため、改正しようとするも

年４月１日施行 の

○改正要旨

１ 布設工事監督者の資格要件に、下水道

等に関する技術上の実務に従事した経験

を含めることとする。

２ 布設工事監督者の資格要件に、大学に

おいて機械工学科等を卒業した後４年以

上水道等に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者を加えること等とする。

３ 水道技術管理者の資格要件に係る水道

に関する技術上の実務に従事した経験の

年数を改める。

４ その他規定を整備する。

○施行期日

令和７年４月１日から

54 秋田市水道事業等の設置等に関す ○改正理由

る条例の一部を改正する件 河辺赤平農業集落排水施設および河辺下

三内農業集落排水施設の廃止に伴い、農業
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集落排水事業の排水区域面積等を改めるた

め、改正しようとするもの

○改正要旨

農業集落排水事業の排水区域面積、排水

人口および１日最大処理能力を改める。

○施行期日

令和７年４月１日から

55 秋田市農業集落排水施設条例の一 ○改正理由

部を改正する件 河辺赤平農業集落排水施設および河辺下

三内農業集落排水施設を廃止するため、改

正しようとするもの

○改正要旨

河辺赤平農業集落排水施設および河辺下

三内農業集落排水施設を廃止する。

○施行期日等

令和７年４月１日から。条例の施行に関

し必要な経過措置を規定する。

「 単 行 案 」 10件

56 公立大学法人秋田公立美術大学定 ○地方独立行政法人法の一部改正（令和５

款の一部を変更する件 年法律第58号）に伴い、定款の一部を変更

しようとするもの

※提出根拠法：地方独立行政法人法第８条第２項

57 秋田市雄和神ケ村辺地に係る総合 ○秋田市雄和ふるさと温泉の改修に係る事

整備計画の一部を変更する件 業費を増額する必要が生じたため、秋田市

雄和神ケ村辺地に係る総合整備計画（計画

期間：令和６年度～令和８年度）の一部を

変更しようとするもの

※提出根拠法：辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律第３条第８項において準用する同条第１項

58 秋田市雄和平尾鳥辺地に係る総合 ○秋田市雄和平尾鳥辺地に係る総合整備計

整備計画を定める件 画（計画期間：令和７年度）を定めようと

するもの

※提出根拠法：辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律第３条第１項
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59 包括外部監査契約を締結する件 ○令和７年度の包括外部監査契約を締結し

ようとするもの

・契約の目的 当該契約に基づく監査およ

び監査の結果に関する報告

・契約の期間

令和７年４月１日～令和８年３月31日

・契 約 金 額 9,871,400円を上限とする額

・契約の相手 津村隆(資格：公認会計士)

※提出根拠法：地方自治法第252条の36第１項

60 秋田市仁井田地区コミュニティセ ○仁井田地区コミュニティセンターの指定

ンターの指定管理者を指定する件 管理者を指定しようとするもの

・指定管理者

仁井田地区コミュニティセンター管理

運営委員会

・指定の期間

令和７年４月１日～令和12年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

61 秋田市東部市民サービスセンター ○東部市民サービスセンターの指定管理者

の指定管理者を指定する件 を指定しようとするもの

・指定管理者

東部地域づくり協議会

・指定の期間

令和７年４月１日～令和12年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

62 秋田市楢山地区コミュニティセン ○楢山地区コミュニティセンターの指定管

ターの指定管理者を指定する件 理者を指定しようとするもの

・指定管理者

楢山地区コミュニティセンター管理運

営委員会

・指定の期間

令和７年４月１日～令和12年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

63 秋田市茨島地区コミュニティセン ○茨島地区コミュニティセンターの指定管

ターの指定管理者を指定する件 理者を指定しようとするもの
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・指定管理者

茨島地区コミュニティセンター管理運

営委員会

・指定の期間

令和７年４月１日～令和12年３月31日

※提出根拠法：地方自治法第244条の２第６項

64 市道上北手牛島線牛島車輌基地跨 ○市道上北手牛島線牛島車輌基地跨線橋橋

線橋橋梁補修工事の施行に関する 梁補修工事の施行に関する協定を締結しよ

協定を締結する件 うとするもの

・工 事 場 所 秋田市楢山城南新町地内ほか

・協 定 金 額 1,451,133,200円

・協定の相手方 秋田市中通七丁目１番１号

東日本旅客鉄道株式会社

執行役員秋田支社長 井 料 青 海

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

65 旧秋田市文化会館解体工事請負契 ○旧秋田市文化会館解体工事請負契約の変

約の変更契約を締結する件 更契約を締結しようとするもの

・議決年月日等 令和６年７月１日（議案第103号）

・工 事 場 所 秋田市山王七丁目３番１号ほか

・変 更 事 項 契約金額「924,000,000円」を「1,152,268,700円」に変更す

るもの

・契 約 先 林・藤重・中山建設工事共同企業体

・変 更 理 由 屋上アスファルト防水等に広範囲にアスベスト含有が認めら

れたことから、アスベスト除去工事を追加することなどによ

る。

※提出根拠法：地方自治法第96条第１項

「 追加提案 」

「 人 事 案 」 ４件

66 秋田市固定資産評価審査委員会委 ○固定資産評価審査委員会委員長谷部弘輝

員の選任について同意を求める件 氏の任期満了（令和７年３月29日付）に伴

い、その後任の選任について同意を求めよ

うとするもの

・任期３年
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※提出根拠法：地方税法第423条第３項

67 人権擁護委員の候補者の推薦につ ○人権擁護委員今野謙氏の任期満了（令和

いて意見を求める件 ７年６月30日付）に伴い、その後任候補者

の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項

68 人権擁護委員の候補者の推薦につ ○人権擁護委員寺沢修平氏の任期満了（令

いて意見を求める件 和７年６月30日付）に伴い、その後任候補

者の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項

69 人権擁護委員の候補者の推薦につ ○人権擁護委員渡邉栄利子氏の退任（令和

いて意見を求める件 ６年５月31日付）に伴い、その後任候補者

の推薦について意見を求めるもの

・任期３年

※提出根拠法：人権擁護委員法第６条第３項


